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特記仕様書

１ 業務名称

２ 業務概要 　温品浄水場中央監視設備点検整備　　１式

３ 業務期間 契約の日の翌日から令和８年９月30日

４ 業務場所 　広島市東区温品五丁目14番１号　

 

5 対象機器 　中央監視設備点検整備機器一覧表による。

６ 実施時期 (1) 　中央監視設備

  精密点検  ・・・・・・・・　　年１回

(2) 　点検の実施月は、監督員の指示による。

7 整備内容   精密点検は、水道施設維持管理業務委託標準仕様書（広島県企業局）「総則」、電気

第７章「制御用計算機設備」に準じて行う。

8 提出書類 (1) 　業務履行計画書（点検作業要領書） Ａ４版 ２部

(2) 　業務従事者名簿 Ａ４版 １部

（点検期間中毎日、作業開始前に提出すること。）

(3) 　作業日報 Ａ４版 １部

（点検期間中毎日、作業終了後に提出すること。）

(4) 　業務報告書 Ａ４版 ２部

（業務委託標準仕様書（広島県企業局）整備内容に基づく点検報告書と

先頭ページに総評等を記入すること。）

(5)   業務写真帳 Ａ４版 ２部

（点検前、中、後の写真を撮り、それぞれに説明を加えること。）

9 故障時の対応 　設備機器等について故障等が発生し、施設管理担当者の指示があった時は

直ちに技術者を派遣し、故障等の原因を調査し、報告するとともに適切な措置をとること。

10 その他 (1) 　点検対象機器に故障箇所または不良箇所を発見した場合は、直ちに監督員

に報告し、監督員の指示により調査または修理を実施すること。

　上記の調査・点検整備費は別途精算する。

(2) 　点検整備は平日の８時30分から17時の間で実施すること。

(3) 　点検内容は、関係者に連絡すること。

(4) 　その他詳細事項については、監督員と協議すること。

(5) 　 点検終了後は、速やかに業務報告書を提出すること。
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中央監視設備点検整備機器一覧表　　　1/1

機器名 形状・規格 数量 精密点検 普通点検 備考

中央監視設備

中央処理装置
サーバ兼クライアント装置
汎用PC　ESPRIMO　D583/N

2 ○
24時間対応モデル
主メモリ8GB
HDD320GB

小型計算機
制御装置(1)(2)　MACTUS330SRX
シーケンサ　汎用PLC

6 ○ 基本ﾍﾞｰｽ,増設ﾍﾞｰｽ1,2

帳票プリンタ LBP8730i 1 ○

カラープリンタ LBP5910 1 ○
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１階 中央監視室

２階 電気室

中央監視設備

業務個所



ＬＣＤ監視装置（２）

ＬＣＤ監視装置（１）
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